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４ －５ ． 計画の円滑な運用に向けて 

前項で示し た施策の円滑な運用に向けて、上位計画である「 明石市第５ 次長期総合計画」

や関連計画と の整合を 図り ながら 、 計画の実現を 図り ます。  

 

（ １ ） 自治基本条例の精神に根ざし た参画と 協働によ る計画の運用 

こ れから のまちづく り には、 今まで以上に市民を はじ め、 多様な主体と の連携や協働

による取組みが必要と なり ます。 平成 22 年 4 月に施行さ れた「 明石市自治基本条例」 の

前文には、 下記の内容が示さ れています。  

明石市自治基本条例は、 市民主体のより 質の高いまちづく り を 実現する ために、 各種

主体の役割を 明確化し 、 市民による「 参画と 協働のまち づく り 」 と 、 より よい公共サー

ビスを 受けるこ と ができる「 市政運営の実現」 を 目指すも のです。 本計画については、

こ の条例の精神に根ざし て、 計画の運用を 図っ ていき ます。  
 

表 23： 明石市自治基本条例の前文（ 抜粋）  
 

大切なのは、 こ れから の「 明石の自治」 の主体と なっ ていかなければなら ないのは、 わたし

たち市民だと いう 意識です。 明石に住む。 明石で働く 。 明石で活動する。 わたし たちがこ う あ

っ てほし いと 望むまち に、 みんなで力を 合わせて挑戦し ていく 決意と 行動が、 新し いまちづく

り のき っ かけになっ ていき ます。  
 

 

 

図 24： 明石市自治基本条例のイ メ ージ 

出典） 明石市自治基本条例 PR パン フ レッ ト よ り 抜粋、 一部加工 
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（ ２ ） 計画の運用における進行管理 

本計画が目指す明石市の「 緑に関わるまちづく り の課題」 の解決にあたっ ては、 施策

プログラ ムの円滑な運用が重要と なり ます。 施策プログラ ムの運用にあたっ ては、 前述

の明石市自治基本条例に基づき 、 市民や NPO、 事業者等の参画を 基本と し 、 PDCA（ 計画

( Pl an) ⇒実施( Do) ⇒点検･評価( Check) ⇒改善( Act i on) ） の考え方を 導入し て、 計画のス

パイ ラ ルアッ プを 目指し ます。  

本計画の運用期間は平成 23( 2011) 年度～平成 32( 2020) 年度の 10 年間であるこ と から 、

各年の点検は庁内の関係部局で 施策の進行状況の確認を 行い、 中間年にあたる 平成

27( 2015) 年度には市民や学識者を 含めた外部の組織によ り 、 計画の進行状況の評価を 行

い、 施策プログラ ムの内容の改善を 図り ます。  

 

 

 

 

 

図 25： 円滑な計画の進行管理 

 

 

 


